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冨税における行政手続法の適用閲' 竺
地制沼"'"滞納 粧品以緩辺約梁織制論必織込0Z-唱えふ唱ミ泌総計弘治鳩町淀0:1f，ßl臨時刻:lit'ti!} 淡にうが~，::，，::!.;Jぷ，~'lÄ\!';:+ぷぬ ν 

行数字続法の規定 行政手続j去の適用関係 爵税における主義体脅iJJ 

行政手続法上の適用除外 a 毘税1 取締法に基づいて行われる処分及び

(行手法 3条)� 行政j (行手法 3<D六)

-質問4査権の行使等、情報の収集を直後の日

的と される処分及び行政指導(同十密〉

-不綴! てにおける処分及び行政指導(1司十

五・� 6 

E伊議!と対する処分 。適用除外{酒税法第� 2主主を除く)(滋員 .IJ法� 74の2CD) .]在IEの議求、怒納の申請、青色申告の承認総

〈行手法� 2 。条 ~11 条)) 瀦等

不利益処分 -更正、決定、延納許可の取消し、手響色申告の

(行手法 3 章(1 2 条~31 条)) 承認般消しさ事

行政指導 。原則適用 -修正申告の勧奨、記糠指導、給付の勧奨等

(行手法ヰ筆 (32 条 ~36 条)) 。次の鏡定後適用除外{滋剣法� 74の2窃)

〉 行政指導に係る参画の交付(行手法� 35@)、

》 線数の衰を対象とする行政指導{行手法� 36)

〈主主〉告費税法第� 2家主主ぴ酒税の事長会主主び酒類議議員会毒事に関す

る法律については源員普通り行政手続ままの巡mあり〈滋現時

法74の2@l

月議泌 。原則j適用 -磯JE申告 義務がある納税者による確定申告審

(行手法 5 (37条η 。窓の機関以外の翁が提出先とtされている総出につ の提出、 支払調警の提出等� 

いて適用徐外(通殿法� 74の2@) .[適用除外} 非課税貯議事申告書の縫l:l:I 等

…� 2 



i 理由付記に擁する条文� E 
O行政手続法〔平成5年法律第88~普) {抄》

第二定 申請にませする処分

{漂Eおの提示〉
第八条 行政庁は、まわ緩により主主められた許認可等書官銀杏する処分をする場合は、車務者に対し、河持に、当該処分の理由を示;dなければ
食生主主と。ただし、法令に定められた許認可等の華要件又は公にされた審査務慾が数量量的指機その絡の客観的機穣により明礁に定められて
下苔蕩苓であって、当該ゆ誘がこれらに巡会しないことが申請書撃の記載又は添付機類その総の申識の内容から明らかであるときは、$講
義ーの求めがあったときにこれを示せば足りる。� 

2 前項本文に規定する処分を議留でするときは、湾項の理由は、香西により示設なければならない。

第三章不利益処分

(~~時益処分の理織の提示〉
第十四条 行政庁は、不利主義処分たずる場合には、その名あて人に対し、同時に、苦言語表不利益処分の潔lIlを示さなければならない。ただし、

き当該理的毛主示さないで処分宅どすべき差し追った必聖書がある場合は、この絞りでない。� 
2 行数庁は、有吉演ただし蓄の場合においては、当該::sあて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理蕊せを芝公すことが思襲撃
な事機があるときを義告さ、処分後穏当の期間的に、同墳の理lIl考古示さなければならない。� 

3 不利益処分念書簡でするどきをは、前二哀の現由は、主義麗により示さなければならない。� 

O国税遜員IJ法〔昭和37年法律第部品警) <<抄》

{行政手続法の適用除外〉
第七十四条の二 行政手統法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に緩めるもののほか、単税に関する法律に基づき行わ

れる処分その他公権力の行使に当たる行為(務税法(昭和二十八年法律第六努〉第二議(糖類の製造免許及びj閉鎖の員長発重要免静等)の綴
にき告づくものを除く。}については、行政手続法務二主主(申請に立すする処分〉及び第三章(不利益処分)の緩定は、適用しない。� 

2・3 省話番� 

O所得税法〔昭和初年法律第33号) <<抄》

即-3 … 



「 盟税の主な不利益処分の件数� E 
(単位:伶〉

処分 緩拠規定

加算税の紙課決定 滋32([喝、� 33③

過少・無事会加算税 滋65(j)、 66(j)
諜 不納付加算税 通67(j)

税 重加算税 遜6S(j)

税額等の獲jE.決定 滋24、25、26
不

青色申告の承認の取i隠し 所150命、泌� 127①� 

1ミi
ト山ー

督促
剛同開聞・・圃・・a幽幽・・臨剥剛欄剛惨温剛幽幽・，--・圃匡・・・・・刷刷刷剛崎潤刷幽岨

通37

益 総税の苦言総 滋3告

処
充当 通57

差押え 徴47①
分 者室

換綴代金等の絞当 徴133

収 交付要求(参加釜努5t) 徴82ぐり
公売公をき 徽95①

繰よ翁求 遜38①

言露…次納税義務者iこ対する告知 徴32命

総給・物毒告の許可の取j滋し 穏3頃語、� 48②③

処対� E事 納税の猶予の不許湾 汲47②
す繍

分i>Iこ� llli毒事・物納の不許可 相39②、� 42③
」

〈主主〉王手成20事務総長をの計数。ただし、将絞殺については平成1君事務年肢の計数。

件数� 

325.203 

325.154 

57.814 

12.136 

1(，58925528752) 

243.705 

164，445 

容3，437 

54，462 

30.574 

2.776 

586 

180 

171 

789 

111 

〈※1)� 

※2) 

※3) 

※4) 

(※1)f秘書事税の賦課決定JI立、所得税、法人税、幸塁走完税、贈与税及び消費税の合計eなお、申告普所得税については人員ベースの計数(重
加害事宅誌と滋少串告加算税の草案喜裂があった場合には、箆加算税分についてのみ1件としてカウント)、棺鋭意延・総llf.税については紹続人
・受勝経ベ}ス、法人税及び泌警警税については緩ペ件数ベ…スの計数(]重加算税と過少議後初算税の隊線があった事場合には、それぞ
れ1件としてカウント)である。� 

(※2) r税額等の正・決定jは、所得税(着綴告と総く実地帯有資〉、法人税(災地鱗査)、守護憲芝税及び婚与宅誌の合計で、一線減額受:iE'a:"i吉む。� 
(※3)俗入{罫8>:&び法人� (5苦.4鈴〉の合計だが、主長人については2務遂議誌でき接申告であるなど、ほとんと:Ill課税務獲に3毒づかない取締しa 

(※4) r納税の総予の不静可対立、サンプル籍軍査に2毒づく総計値。� 

-4  … 



O 青色 E事会制度(昭和 25年鋭設}

青色申告寝~J3Ë I立、昭和22年!こ採用された申告納税制度が透互に機能するよう、:ïE確な記棋による正確な申告を奨励するため、
シャウブ勧告を受けて、昭和 25若手に郵設 

O 一般約な雪日帳義務、記録保存義務〈努事自 59年創設〉

O 綴簿醤類の嬢付、記録、保存義務{現行)

ヨ雪間| E
Z 

一切の取引を正 0:;莞金総納犠 簿，司書類を保存


!こ縫い記録
 

O 青色申告者の主な特典

?警色申告特措 IU惣徐〈正規の簿記{喜多業的規模 )657ぎ丹、その他 10iJ丹}、事|治会隠準犠金、償却の特例、棚卸資産の評価
の特例、所得意十算の特例〈号警官主事業専従者給与の必要緩霊堂書事入)、終撰失の取扱いの特例、税額控除の特例、続査・ 3を:iE

事智色申告者・・・・7寄色申告承認の取消し、部長.IJなし 白色申告き餐・・・・推計課税、罰則なし 

納税潔境整備として、-~をの白色申告皆翁!こ対する記綴義務及び記録保存義務が昭和総生手iこ創設 

一一一一一
1目資産、 竜自置及ぴ資 喜連金主義による総

i容に影響を滋ます2 緩 

06 Z淡な罰事忽の原.II 霊祭主壁 整会犠IJ

等における手続の特例 

O 記帳毒事事量務違反の効梨

(波書鴎以外)

総収入金銭及び
必凝緩費に嫁す

その業務に関して
作成し、受領した緩

記 1緩事義務・
記録係存義務
なし 

る事項を青色軍事
告の簡易方式より
も箆易な方法!こよ
号室塁銭し銀事事

5 




個人の営業等所得者の青色申告者割合の推移
(申告納税額のある者に占める青色申告者割合)

(%) (万人) 
60 


56早色
 

53早も
 

350 

50 ・
 

206.2 

口白色申告者数
300 

回青色申告者数� 
40
 目� 

250 


r1 1 1 1 1-1 10 
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50 
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1 1川� 111111U 刷出困岡 
  

100.0 

o u.， l 問� 1I0，I間I.."，." ，閣I I ..， ，.， ，1.."閣 I曙� I，冨"闇I，田IT I，.， I I 隅� I，I珊l 1


25 30 35 40 45 50 55 60 61 62 63 元� 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(年分)

昭和 平成 


(注)r営業等所得者」とは、事業所得のうち、営業(農業以外の事業)から生じる所得が最も大きい事業所得者をいう。なお、平成20年分は農業所得者を含む。
(備考) r国税庁統計年報」及び「日本における税務行政」により作成� 
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! 帳簿、配鍛に爵するシャウプ勧告� i 
シャウプ使節悶悶本税制報告書{第一次)� (1949年)[抜粋}

第三線 隙録D 個人所得および法入所得税の執行� 

C節所得税および法人税の執行函における手続約機澄
お数議長5
記 綴簿、記録者をつけてなかった場合

綴人でまき誌な欝簿または記録をつけるのを怒ったものに珪得税および法人税器則が適用されることはないらしい。前に示し

たi滋り、正当な申告納税には、かような記帳は不可欠の婆素である。申告続税が最近実施されたのに緩み、正しい帳簿の記載
そを怠った援会、所得弾および法人礁のもとでこれ後刻家犯� dこするのは恐らく望まし認ないかもしれない。記録帳簿の現在の不

十分の状態で罰刻を正当に適用することは悶鍛かもしれない。しかし‘将来に徹底的教育運動および正当な娠簿記録をつける

必警警が!Aく智識2されるように考案されたi践の活動が爽賀された後、正当な帳簿記録をつけることを故意に怠った場合刑罰を遡
用ずることが適当であるかもしれなυ。

もちろん、信政手続が改善されるにつれ、罰則jに関する仰の改正が自ずと示唆されるであろう。従って、発展しつつある行

政および納税者が、成熟するにつれ、その規定の妥当性と公平を保証するため、これらの魂定者を絶えず検討する必要がある。j 

/ 区節附機関緩� 

2款綴簿と記録
註 ま克夜の不十分な記綴� 

r衛官後納数制度の下における遜正な紋5長老の協力{立、彼が淘分の所得を算定するたぬ正確な欝簿と記録をつける場合iこのみ
可能であるということは自甥の翠である。(Jtl絡〉納税導初判長簿をもち、正確に記i援し、その謀総な総菜撃を税のために告を湾する

ように奨励、援劾ずるようあらゆる努力と主炎署長嫌注しなければならない。向様iこ‘税務管3授がそのようなま絡な媛簿iこょっ

て室長続された毅をきを連事撃するようにあらゆる努力とヱヨたそ傾注しなければならない。J

己中小企業 

。)速しい記録号をつけるための誘引策ー税務署の態度
 

f教資c滋3誕の提示だけでは恐らく不十分であろう。このような道具を納税者が利用するように積額的に奨励する欝酬を与

えねばならない。一つの可能性は帳簿記録そをつける納税者!とは特別な行政上の取埠いを壇定ずることである。かくして、� ζ旦
ような特別取扱いそ希望する納税者は正確な帳簿記録号をつける意思があることを税務審に鐙録する。これらの帳簿は税務署で

認可2された様式後用いてつけられる。それは先に述べた各種の発迷した様式の中の一つであろう。税。ふ務のように帳簿記録をつけ
ている納税者は他の納税者と区別されるように襲った色の申告書を提出することを認められる 畿はこのような納税者が

もしそのような娠薄記録をつけ、申告をこの特別用紙ですればそのま芋の所得を実撞識査し強い限り、� BEIE決定後行わないこと

を保織する。� E主た、更正決定を行ったらその明確な潔陶そ袋駅しなければならないα{後略)J
ノ

一?一



[ 樹博税について(条文)1 


。所得税法(昭和40年3月31隠法律第33号) (抄)

{推計による議正又は決定)

第蕗五十六条 税務遺書長域、感性嘆に鋳る所得税につき更正又iま決定をする場合に培、その者の慰産悲しくは僚

務の増減の状況、収入遣をしくは支出の状況又は生産量、議売量その他の取扱量、議業員数その他事識の規模!こ

よりその者の各年分の各議新得の金額又i本損失の金額(その者の提出した膏色申告書に係る年分の不動産所得

の金額、事業所得の金額及びUJ林新得の金額並び立これらの金額の計算上生じた損失の金額を絵く。〉蕊遊説

して、これ者をすることができる。

(参考)

(湾台織を告審撃に係る受託〉


第お五十主主霊長 税務署審議は、� E妻役者の縫出した脅偽申告警に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくはUJ林所得金綴又は純綴

失の金額の笈認をする場合には、その活住者の緩簿芸書類を調査し、その認査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認めぷ

る場合に限り、れを1ずるととができる@ただし、次に掲げる場合は、そのi援簿書類を調査しないでその交正そをすることそ妨げ

ない。� 

… その受注が不綴j渡所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十

一条Sヒマ(綴議i滋第及び損失の繰越控徐〉の綴定の適用について誤りがあったことのみに蒸留するものである場合

二 き当該路管室撃及びこれに添附された誉類に記載された事項によって、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金綴

の計算がこの法律の規定に従っていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合� 

2 税務祭主義は、殿役者の提出した脅色申告警に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純撤失の金緩の

盟(前現第一事告に綴定ずる務自のみに義因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税滋剣法第二十八条第二羽

(受IE:i滋知擦の組織事項)に規定する更疋通知書にその更正の理由を附記しなければならないα

(注)法人税法にも問様の規定あり。(130条、� 131条)� 

8-



亡竺主要富山ける億人の記帳義務制度等(未定稿〉� 

(2010年� 1月現在)

日本�  i ア メ リ カ |イギリス  i ドイ ツ� j フランス

記鍍義務 。情色申告審f立、l澱� .IJとして、波線� 10鱗除後{幾業従都議7Jl.rJ.絵与務� 10事業者雪崩こは、綴簿等保存緩� 10事業畿のうち商人敏二審議銭筋量� 10織工業老7Jl.rJ.E詰街融業所得者1::つ
の簿詰匁麟慎二より帳簿二宮織し! 得殺後鯨減、総繍ぬ帥既成� i務1)一場として繁務議搬犠起き| がある。� 1いてはま搬線級騨ある。なお、発と

なけれl<ff;i:らない。ただし、簡易 締続行う義務持偽る れてもも� 10よ総以舛の事業著書、機林業賓の! 掛ド定繍以1'(主むの害計二ついては
な芳首出こぶる吉建策緩められる。� 10農業従事帯同び給与所得 始、売上高等泌い銀総(活設を綴i錦織畿駒内酬緩酷れている。� 

守 [O 滋稔慾告者のうち犠幾擬毒者等| 者iこな童話級事農務lまないが、� i える者につい合滋餓緩銭湯-i!>.� 10 J整事事費義者でー援の炎上高以

*L.~..，..，_，ð.. l+ Iょの獲についても書官帳義務が
ま‘爽よ高の機会iまiで一定己主筋縄会鎖(治を鐙える殺| 税務署u患が亙しい所得税額

Il"!":~~ ..::"\"::=~~"':_~V ..."~~I
(白色申告のま浅綴鍛賭)は、機事iを決定するに足る昔話線を行わ� 1 

I '"'V.rJ_....o万ユー50，，~....._......~.....':::.:-......':_':=-""':'，~ 

l/ l4o-\/Ql~ f4l'
1(注)鍛えi1 i謀容れている.� 

錨鰍ば、商工業者吋創立 E棚え仰向、簡易な方法!こより[ な〈てはならない。� 
霊議必ずれ{まならお、

万ユーロ
(白書誌々 等分又ば前晴樹唱。率業務

得等め金畿電制万円超1)者

情勢制緩務�  10舵特管制挫轄の醐�  O 糊齢、特晴朗端、て報告10事輯執輔欄醐O 翻申輔の提出鱗鵬、帳�  10鞭轄蓄の鵬勝齢、糊

轍齢、 4総務艶7輔(-~I T研修鱒職醐町する隅!絡する酬の僻第搬船。| 及びその他の必漆概鍛錬I7JI.びそのf紛必殺話連諸僻する� E

書類ま� 5勾器器保菰Jな肘ゆ:'1 祭料〔韓関等を会主~)を書院抱抑喜善 i 資料型車事事期間� l立、毒事講義者 ずる義務を奏する。� 1総務を制。
らなL、� j 求!と応じて隊剣法住すべき綴織をI1;1:.事調整ょの金銭蘭術品等 存綴隠i立、機簿、領収書信i 保存英語聞は� s年織とされてい� 

O 白色申告者のうち簿業持管轄等制 負う。� 1 扱焚の需産級を言語紙した1悟� i容について� 10王手頭、その他| るe

で粉々年分叉lま前期協議定時川 (結果として保存期間iま'*久と I~摩習を含めて、殺望号線限舗 の原始事長耳患者事については自
傍省を提出した翁(白色申僚の蓄さiなる。 級生手度の慾年� 1F.l31日) 年間とEされている。

楓義務帯電告総<ll主、その撲滅::1 から� 5年鋼‘その他の華まは

拡て術戒しt::4騨 騎�  5年間保 申告書聴器華料� 1年間枯れ
孫� tJ:!地� lまなら郎、 ている。

鱗違反!の機会の� 10糊申告者淵級制帳簿等鰍� 10故 創 立 鵬 鵠 り お 繍 鵬 保 �  10搬緩耕脚轍=都�  10故献立織によって司穏な詑� 10酬轍存鰍こi甑した害訴こ注意
蛾等 !糊 iこ甑した齢、裁量l守I岬| 雑務こ甑した樹、髄苅ました省こは網棚ポンド以i娠を侃叩ま雪線齢、闘ってiしでは蹴(欄ユーロ草原〉脚

色申告知意識を取消すことがマを� 1 

る。

O 自包囲ド禽~Iこ対して、線税庁iま
苦悩殺草野路指うことがでをる。� 

1年以下め懲鑓こ処せられる。� 1 初カ慨される. 租署員のほ脱等の危検事生を発生さ| 字詰される� e

せた殺1;ム秩序議採として遜料(5 
万ニL…ow:下〉を科書れる。

10 !il帳不機・緩簿等保存事襲撃華
違反がある滋念、議計総税を

行うことが可能となる。

{注}アメリカ、イギザス、 7ランスにおいても接計線税は可能。

一号


	参考資料（国税関係）
	名称未設定



